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新 旧 

第１から第５まで（現行のとおり） 

 

第６ 検診方法等 

  検診項目は、質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面

により行う場合において、「質問」とあるのは「問診」と読み替え

る。）及び胸部エックス線検査とする。 

  １ 質問 

    質問に当たっては、喫煙歴、職歴、喀痰・血痰の有無、妊娠

の可能性の有無及び過去の検診の受診状況等を聴取する。 

    質問の結果、喀痰が続いている者や、最近６月以内に血痰の

あったことが判明した者に対しては、肺がんの有症状者であ

る疑いがあることから、第一選択として、十分な安全管理の下

で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧奨するこ

と。 

２ 胸部エックス線検査 

    65 歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診

に適格な胸部エックス線写真を撮影し、読影する。 

    65 歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法

律第 114号）第 53条の２第３項に規定する定期の健康診断等

において撮影された肺がん検診に適格な胸部エックス線写真

を用い読影する。 

第１から第５まで（略） 

 

第６ 検診方法等 

   検診項目は、質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対

面により行う場合において、「質問」とあるのは「問診」と読み

替える。）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とする。 

  １ 質問 

    質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無、妊娠の可能

性の有無及び過去の検診の受診状況等を聴取する。 

    質問の結果、最近６月以内に血痰のあったことが判明した者

に対しては、肺がんの有症状者である疑いがあることから、第

一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる

医療機関への受診を勧奨すること。 

  ２ 胸部エックス線検査 

    65 歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診

に適格な胸部エックス線写真を撮影し、読影する。 

    65 歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法

律第 114号）第 53条の２第３項に規定する定期の健康診断等

において撮影された肺がん検診に適格な胸部エックス線写真

を用い読影する。 

    なお、肺がん検診に適格な胸部エックス線写真とは、背腹一
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    なお、肺がん検診に適格な胸部エックス線写真とは、立位背

腹一方向撮影を原則（ただし、同撮影が困難な場合に限り、希

望者には座位腹背一方向撮影を行う）とし、第６頸椎から肺

尖、肺野外側縁、横隔膜及び肋骨横隔膜角までが写り、両鎖骨

胸骨端の中点に胸椎棘突起が位置するもの、肩甲骨の印影が

肺野外にあり、右横隔膜は第 9～10 肋骨の高さに位置してい

るもの、読影に際して適度な濃度とコントラスト及び良好な

鮮鋭度を持ち、縦隔陰影に重なった気管、主気管支の透亮像並

びに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもので

あり、かつ、次のいずれかにより撮影されたものとする。撮影

機器、画像処理パラメータの条件については、下記のサイト

（特定非営利活動法人日本肺癌学会ホームページ、肺がん検

診について）に掲載された最新情報を参照すること。 

   https://www.haigan.gr.jp/lcscr/ 

   (1) 直接撮影（デジタル画像）であって、Ｘ線検出器として、

輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート(ＩＰ)を用

いたＣＲシステム、平面検出器(ＦＰＤ) もしくは固体半導

体（ＣＣＤ、ＣＭＯＳなど）を用いたＤＲシステムのいずれ

かを用いた撮影。管球検出器間距離（撮影距離）150ｃｍ以

上、Ｘ線管電圧 120～140kV、撮影 mAs値４mAs程度以下、入

射表面線量 0.3mGy以下、グリッド比８:１以上、の条件下で

撮影することが望ましい。 

方向撮影を原則とし、肺尖、肺野外側縁、横隔膜及び肋骨横隔

膜角等を十分に含むようなエックス線写真であって、適度な濃

度とコントラスト及び良好な鮮鋭度を持ち、縦隔陰影に重なっ

た気管、主気管支の透亮像並びに心陰影及び横隔膜に重なった

肺血管が観察できるものであり、かつ、次のいずれかにより撮

影されたものとする注）。撮影機器、画像処理、読影用モニタの

条件については、下記のサイト（特定非営利活動法人日本肺癌

学会ホームページ、肺がん検診委員会からのお知らせ）に掲載

された最新情報を参照すること。 

https://www.haigan.gr.jp/modules/important/index.php?

content_id=120 

(1) 間接撮影であって、100mmミラーカメラを用い、定格出力

150kV以上の撮影装置を用いた、120kV以上の管電圧による

撮影 

(2) 間接撮影であって、定格出力 125kVの撮影装置を用い、縦

隔部の感度を肺野部に対して高めるため 110kV 以上の管電

圧及び希土類（グラデーション型）蛍光板を用いた撮影 

(3) 直接撮影（スクリーン・フィルム系）であって、被験者－

管球間の距離を 150cm 以上とし、定格出力 150kV 以上の撮

影装置を用い、原則として 120kV以上（やむを得ない場合は

100～120kV でも可）の管電圧及び希土類システム（希土類

増感紙及びオルソタイプフィルム）を用いた撮影 
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(2) 直接撮影（スクリーン・フィルム系）であって、被験者－

管球間の距離を 150cm 以上とし、定格出力 150kV 以上の撮

影装置を用い、原則として 120kV 以上（やむを得ない場合は

100～120kV でも可）の管電圧及び希土類システム（希土類

増感紙及びオルソタイプフィルム）を用いた撮影。ただし、

スクリーン・フィルム系はデジタルと比較し均一で良質な

画質の保持が難しいため、デジタル撮影への移行が望まし

い。 

３ 胸部エックス線写真の読影方法 

  胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、少

なくとも一方の読影者によって精査を要すると判定されたエ

ックス線写真については比較読影を行う。 

(1) 読影環境 

胸部エックス線デジタル画像の読影用モニタについては、

日本医学放射線学会が定めたガイドラインでは DICOM 

Part14（GSDF：Grayscale Standard Display Function）に

キャリブレーションされた、画素数が１Ｍ以上、最大輝度が

350cd/㎡以上の明るいモニタが推奨されており、これに準拠

することが望ましい。フィルムでは、輝度 3000cd/㎡のシャ

ウカステンを使用することが望ましい。 

なお、日本医学放射線学会が認証または承認した人工知能

関連技術が活用された画像診断支援ソフトウェアを読影補

(4) 直接撮影（デジタル画像）であって、Ｘ線検出器として、輝

尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート(ＩＰ)を用いた

ＣＲシステム、平面検出器(ＦＰＤ) もしくは固体半導体（Ｃ

ＣＤ、ＣＭＯＳなど）を用いたＤＲシステムのいずれかを用い

た撮影。管球検出器間距離（撮影距離）150ｃｍ以上、Ｘ線管

電圧 120～140kV、撮影 mAs 値４mAs 程度以下、入射表面線量

0.3mGy 以下、グリッド比８:１以上、の条件下で撮影すること

が望ましい。 

 ３ 胸部エックス線写真の読影方法 

   胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、少な

くとも一方の読影者によって精査を要すると判定されたエック

ス線写真については比較読影を行う。 

(1) 読影医 

    少なくとも読影医の１人は十分な経験を要するべきである。

その点から、以下のような条件を満たすことが必要である。 

   ア 第一読影医 

     検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討

会や読影講習会」（以下、「講習会」という。）におおむね年

１回以上参加すること。 

   イ 第二読影医 

下記の（ｱ）、（ｲ）のいずれかを満たす医師 

    (ｱ) ３年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機
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助に利用することは妨げない。ただし、現在はあくまでも読

影医の読影補助であり、読影医に代わる位置付けとして活用

するものではない。 

(2) 読影医 

少なくとも読影医の１人は十分な経験を要するべきであ

る。その点から、以下のような条件を満たすことが必要であ

る。 

  ア 第一読影医 

    検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症

例検討会や読影講習会」（以下、「講習会」という。）に

おおむね年１回以上参加すること。 

  イ 第二読影医 

下記の（ｱ）、（ｲ）のいずれかを満たす医師 

   (ｱ) ３年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検

診機関などで開催される講習会におおむね年１回以

上参加すること。 

   (ｲ) ５年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線

科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関

などで開催される講習会におおむね年１回以上参加

すること。 

    (3) 二重読影 

    ２名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影するこ

関などで開催される講習会におおむね年１回以上参加

すること。 

    (ｲ) ５年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医

のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催

される講習会におおむね年１回以上参加すること。 

(2) 二重読影 

    ２名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影するこ 

と。読影結果の判定は、「肺癌取扱い規約 改訂第８版（肺が

ん検診のてびき 2020年改訂版）」（日本肺癌学会編、以下「肺

がん検診の手引き 2020年改訂版」という。）の「肺がん検診に

おける胸部Ⅹ線検査の判定基準と指導区分（別紙２）」によっ

て行い、仮判定区分「ｄ」及び「ｅ」のものについては、比較

読影を行う。 

(3)（略） 

(4) 読影結果の判定 

読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き 2020 年改訂版」

の「肺がん検診における胸部Ⅹ線検査の判定基準と指導区分

（別紙２）」により行う。 

 ４（略） 

５ 喀痰細胞診 

(1) 対象者 

喀痰細胞診は、質問の結果、原則として高危険群※の者に行
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と。読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」（特定非営利活

動法人日本肺癌学会肺がん検診委員会）の「肺がん検診におけ

る胸部Ⅹ線検査の判定基準と指導区分（別紙２）」によって行

い、仮判定区分「ｄ」及び「ｅ」のものについては、比較読影

を行う。 

(4)（現行のとおり） 

(5) 読影結果の判定 

読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」（特定非営利活動

法人日本肺癌学会肺がん検診委員会）の「肺がん検診における

胸部Ⅹ線検査の判定基準と指導区分（別紙２）」により行う。 

 ４（現行のとおり） 

 ５ 肺がん検診における管理者の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うものとする。 

高危険群以外の者に喀痰細胞診を行わないこと。 

※ 高危険群 50歳以上の男女で、喫煙指数（１日平均喫煙

本数×喫煙年数）が 600以上（過去における喫煙も含む）で

あることが質問票によって確認された者を肺門部肺がんの

高危険群とする。加熱式タバコについては、「カートリッジ

の本数」を「喫煙本数」と読み替える。なお、過去に実施し

た質問票の内容も参照して高危険群の判定を行う。 

(2) 細胞採取の方法 

質問の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、有効痰の

採取方法を説明するとともに、保存液の入った喀痰採取容器を

配布し、喀痰を採取する。 

喀痰は、起床時の早朝痰を原則とし、最低３日の蓄痰、又は

３日連続採痰とする。 

(3) 喀痰細胞の処理方法 

採取した喀痰（細胞）の処理方法は、以下のとおりとする。 

ア ホモジナイズ法、粘液融解法又は蓄痰直接塗抹法により、

２枚以上のスライドグラスに擦り合わせ方式で作成する。塗

抹面積はスライドグラス面の３分の２程度とする。 

イ 蓄痰直接塗抹法においては、粘血部、灰白色部等数箇所か

らピックアップし、擦り合わせ方式で塗抹する。 

ウ 採取した喀痰（細胞）は、固定した後、パパニコロウ染色
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を行い顕微鏡下で観察する。 

エ 喀痰細胞診の標本については、少なくとも５年間保存する

こと。 

(4) 喀痰細胞診の実施 

ア 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検

査技師を有する専門的検査機関において行う。この場合にお

いて、医師及び臨床検査技師は、公益社団法人日本臨床細胞

学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士であることが望ま

しい。 

イ 同一検体から作成された２枚以上のスライドを、２名以上

の技師によりスクリーニングする。 

ウ 喀痰細胞診の結果の判断は、「肺がん検診の手引き 2020年

改訂版」の「肺がん検診における喀痰細胞診の判定基準と指

導区分(2016改訂）（別紙３）」によって行う。 

エ 専門的検査機関は、喀痰細胞診の結果について、速やかに

検査を依頼したものに対し通知する。 

オ 検診実施医療機関は、喀痰細胞診の結果を「肺がん検診結

果記録票（様式４号）」に記録し、少なくとも５年間は保存

する。 

 ６ 肺がん検診における管理者の取扱いについて 

  （内容略） 
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第７ 検診結果の指導区分 

   検診結果に基づく指導区分は、「要精検」及び「精検不要」と

し、それぞれ次の内容の指導を行う。 

   なお、精密検査の要否は別紙２に基づき決定する。 

 １ 「要精検」と区分された者 

   医療機関において精密検査を受診するよう指導する。 

 ２ 「精検不要」と区分された者 

   翌年の検診受診を勧める。併せて、検診後に症状等が出現した

場合は、速やかに医療機関を受診するように指導する。 

 ３（略） 

 ４ 喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、喫煙等に対する一

次予防としての禁煙等の指導及び肺がんに関する正しい知識等

の普及啓発を行う。必要な者に対しては、健康増進法（平成 14

年法律第 103号）第 17条第１項に基づく喫煙者個別健康教育を

実施し、禁煙に関する指導を推進する。 

 

 

 

 

第８から第９まで（現行のとおり） 

 

 

第７ 検診結果の指導区分 

   検診結果に基づく指導区分は、「要精検」及び「精検不要」と

し、それぞれ次の内容の指導を行う。 

   なお、精密検査の要否は別紙２及び別紙３に基づき決定する。 

 １ 「要精検」と区分された者 

   医療機関において精密検査を受診するよう指導する。 

 ２ 「精検不要」と区分された者 

   翌年の検診受診を勧める。併せて、検診後に症状等が出現した

場合は、速やかに医療機関を受診するように指導する。 

   特に喀痰細胞診の結果「Ｃ」と分類された者の指導については、

自覚症状の程度などを考慮して、医療機関医おいて可能な限り速

やかに６か月以内の再検査を勧奨する。 

 ３（略） 

 ４ 喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、喫煙等に対する一次

予防としての指導及び肺がんに関する正しい知識等の普及啓発

を行う。必要な者に対しては、健康増進法（平成 14年法律第 103

号）第 17条第１項に基づく喫煙者個別健康教育を実施し、禁煙

に関する指導を推進する。 

 

第８から第９まで（略） 

 

 



新旧対照表 

東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針（令和８年４月） 

8 

 

新 旧 

第 10 事業評価 

肺がん検診は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管理の

下に実施することが不可欠であり、区市町村は、「肺がん検診の

ためのチェックリスト（市区町村用）（様式８号）」を用い、検診

の実施状況を把握した上で、本チェックリストの事項が確実に

実施されるよう、体制の整備に努めるとともに、検診実施機関等

の関係機関と十分協議を行う。 

特に、講習会の実施の有無及び従事する全ての読影医師の受

講の有無について検診実施機関に対して確認を行うこと。 

また、東京都生活習慣病検診管理指導協議会における検討結

果や助言を踏まえ、検診実施機関の選定や実施方法等の改善に

努める。 

なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方は、「が

ん検診事業のあり方について」（がん検診のあり方に関する検討

会）に示されている。報告書の見直しが行われた場合は、新たな

内容に基づき事業評価を行うこととする。 

 

第 11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管理

の下で肺がん検診が円滑に実施されるよう、「肺がん検診のため

のチェックリスト（検診実施機関用）（様式９号）」を用い、本チ

ェックリストの事項が確実に実施されているか確認を行い、胸

第 10 事業評価 

肺がん検診は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管理の下

に実施することが不可欠であり、区市町村は、「肺がん検診のた

めのチェックリスト（市区町村用）（様式８号）」を用い、検診の

実施状況を把握した上で、本チェックリストの事項が確実に実施

されるよう、体制の整備に努めるとともに、検診実施機関等の関

係機関と十分協議を行う。 

特に、講習会の実施の有無及び従事する全ての読影医師の受講

の有無について検診実施機関に対して確認を行うこと。 

また、東京都生活習慣病検診管理指導協議会における検討結果

や助言を踏まえ、検診実施機関の選定や実施方法等の改善に努め

る。 

なお、肺がん検診における事業評価の基本的な考え方は、「が

ん検診事業のあり方について」（がん検診のあり方に関する検討

会（令和５年６月））に示されている。報告書の見直しが行われ

た場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこととする。 

 

第 11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管理の

下で肺がん検診が円滑に実施されるよう、「肺がん検診のための

チェックリスト（検診実施機関用）（様式９号）」を用い、本チェ

ックリストの事項が確実に実施されているか確認を行い、胸部エ
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部エックス線検査等の精度管理に努める。 

２（略） 

３ 検診実施機関は、精密検査実施医療機関と連絡をとり、精密検

査結果の把握に努めなければならない。 

４ 検診実施機関は、胸部エックス線写真もしくは画像の電子デ

ータを少なくとも５年間は保存しなければならない。ただし、65

歳以上の対象者の胸部エックス線写真については、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律

第 104号）第 53条の２第３項に規定した定期健康診断の実施者

において保存する。 

５（内容略） 

６ 検診実施機関は、内部精度管理として自機関の検診実施体制

を適切に把握・集計して分析を行う必要がある。精度管理指標の

技術・体制指標としては「肺がん検診のためのチェックリスト

（検診実施機関用）（様式９号）」を用いる。 

プロセス指標としては、受診率・要精検率・精検受診率・陽性

反応適中度・肺がん発見率・臨床病期０－Ⅰ期率を用いる。 

受診者情報の集計については、性別年齢５歳階級別受診歴別

の検診結果集計表を適切に作成した上で、それを用いて分析を

行う。 

発見肺がん例については、性別、年齢、臨床病期、組織型、治

療法を可及的に把握するように努める。 

ックス線検査及び喀痰細胞診等の精度管理に努める。 

２（略） 

３ 検診実施機関は、喀痰細胞診を他の細胞診検査センター等に依

頼する場合、細胞診検査機関の細胞診専門医や細胞検査士等の人

員や設備等を十分に把握し、適切な機関を選ばなければならな

い。 

４ 検診実施機関は、精密検査実施医療機関と連絡をとり、精密検

査結果の把握に努めなければならない。 

５ 検診実施機関は、胸部エックス線写真もしくは画像の電子デー

タ、喀痰細胞診の標本を少なくとも５年間は保存しなければなら

ない。ただし、65 歳以上の対象者の胸部エックス線写真につい

ては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10 年法律第 104 号）第 53 条の２第３項に規定した定期

健康診断の実施者において保存する。 

６（内容略） 

７ 検診実施機関は、内部精度管理として自機関の検診実施体制を

適切に把握・集計して分析を行う必要がある。精度管理指標の技

術・体制指標としては「肺がん検診のためのチェックリスト（検

診実施機関用）（様式９号）」を用いる。 

プロセス指標としては、受診率・要精検率・精検受診率・陽性

反応適中度・肺がん発見率・臨床病期０－Ⅰ期率を用いる。 

受診者情報の集計については、性別年齢５歳階級別受診歴別の
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上記以外の項目は検診実施機関や地域の実情に応じて把握す

る。 

検診発見例の予後の把握は、それにより検診の利益・不利益に

関する情報を得ることができるため、可能な範囲で実施を検討

する。 

これら自機関内での検診結果の把握・集計・分析においては、

自機関以外のがん検診の専門家・肺がん診療の専門家を交えた

委員会を年１回以上行う。区市町村や医師会が設置するものに

参加する形式でもよい。 

７（内容略） 

８ 検診結果の分析などに加え、検診に従事する医師の胸部エッ

クス線画像読影力の向上を図るため、検診実施機関は、読影医条

件の一つである講習会を年１回以上行い、読影の実務を担当す

る全ての医師の受講を義務付ける。この講習会では、発見例や偽

陰性例のレビューを行い、撮影条件や読影診断能力の向上に努

める。自施設で開催が困難な場合は、他施設や特定非営利活動法

人日本肺癌学会等が主催する胸部画像の読影に関するセミナ

ー・講習会への受講で代行することは可能である。 

９（内容略） 

 

 

第 12（現行のとおり） 

検診結果集計表を適切に作成した上で、それを用いて分析を行

う。 

発見肺がん例については、性別、年齢、臨床病期、組織型、治

療法を可及的に把握するように努める。 

喀痰細胞診単独による発見例については、特殊性を考慮し発生

部位（中心／末梢）なども把握する。 

上記以外の項目は検診実施機関や地域の実情に応じて把握す

る。 

検診発見例の予後の把握は、それにより検診の利益・不利益に

関する情報を得ることができるため、可能な範囲で実施を検討す

る。 

これら自機関内での検診結果の把握・集計・分析においては、

自機関以外のがん検診の専門家・肺がん診療の専門家を交えた委

員会を年１回以上行う。区市町村や医師会が設置するものに参加

する形式でもよい。 

８（内容略） 

９ 検診結果の分析などに加え、検診に従事する医師の胸部エック

ス線画像読影力の向上を図るため、検診実施機関は、読影医条件

の一つである講習会を年１回以上行い、読影の実務を担当する全

ての医師の受講を義務付ける。この講習会では、発見例や偽陰性

例のレビューを行い、撮影条件や読影診断能力の向上に努める。

自施設で開催が困難な場合は、他施設や特定非営利活動法人日本
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別紙１ 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 

    令和８年３月版 

 

 

 

肺癌学会等が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会

への受講で代行することは可能である。 

   喀痰細胞診については、自施設で症例検討が難しい場合は、公

益社団法人日本臨床細胞学会や細胞検査士会等が行う講習会や、

特定非営利活動法人日本肺癌学会もしくは公益社団法人日本臨

床細胞学会の WEB サイトに公開されている「肺がん検診におけ

る喀痰細胞診の判定区分別標準的細胞」を随時参照することで症

例検討会の代行とすることは可能である。 

10（内容略） 

 

第 12（略）  

 

注）特定非営利法人日本肺癌学会「臨床・病理 肺癌取扱い規約 第

８版」 

  2017年１月 金原出版株式会社 発行 

 

 

別紙１ 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 

    令和６年３月版 
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別紙２ 

 

別紙２ 
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別紙３（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

 



新旧対照表 

東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針（令和８年４月） 

14 

 

新 旧 

別紙４（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 
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様式１号（現行のとおり） 

 

様式２号 

 

様式１号（略） 

 

様式２号 
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様式３号 

 

様式３号 
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様式４号 

 

様式４号 
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様式５号 

 

様式５号 
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様式６号 

 

様式６号 
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様式７号（未定） 

※ 地域保健・健康増進事業報告様式の展開があり次第差替え 

 

様式８号 肺がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） 

     令和８年３月 

 

 

様式９号 肺がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用） 

     令和８年３月 

 

様式７号（略） 

 

 

様式８号 肺がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） 

     令和６年３月 

 

 

様式９号 肺がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用） 

     令和６年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 


